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地域生活支援部会からの報告

▼開催日時・議題 

 日時・会場 議 題 

第３回

平成２５年１０月１日（火） 

１９時００分～２０時００分 

障害者総合支援センター研修室 

・地域移行・地域定着支援連絡会の報告につ

いて 

第４回

平成２６年２月２５日（火） 

１９時００分～２０時３０分 

障害者総合支援センター研修室 

・地域移行・地域定着支援連絡会からの報告

について 

・来年度の地域移行・地域定着支援事業につ

いて 

▼平成２５年度の審議内容 

１．さいたま市の地域移行・地域定着支援の現状・課題について  

【現状】 

・地域移行支援及び地域定着支援の利用者が少ない状況が続いている 

（平成２４年度支給決定者数：地域移行支援１３名・地域定着支援９名） 

・連絡会において選定された対象者に対し、重点的に退院支援を実施 

 ・各障害者生活支援センター及び各医療機関において個別に支援 

【課題】 

 ・連絡会において選定された対象者は困難ケースが多く、退院意欲の低下 

などにより、申請に至るまでに時間を要する 

 ・複数の機関において支援が必要な場合の支援方法が共有できていない 

 ・平成２６年４月より改正される精神保健福祉法に対応した施策展開が必要 

２．今後の方向性について  

・既存の取組の強化 

・申請に結び付けるための入院患者に対する働きかけの実施 

・医療と福祉の連携の強化 

・地域での連携支援体制の構築 

・退院支援に関する市の方針を共有するためのツールを作成 

 ・法改正などの国の動向を注視しながら、実効性のある施策について検討 
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当事者・支援者双方に対して、退院促進のための取組を実施

１．当事者向け 

・支援対象に選定された精神障害者に対する重点的な退院支援 

・精神障害者に対するピアサポート実施体制の強化 

２．支援者向け 

・地域移行・地域定着支援連絡会の取組の強化 

・退院促進支援指針の策定 

※指針策定に当たっては、精神保健福祉法の改正など国の施策の動向を踏まえ

るとともに、地域における連携支援の課題などについて整理し、策定する 

平成２６年度の取組



障害者虐待対策部会からの報告 

１【 概要 】 

・第３回障害者虐待対策部会 

日 時：平成2６年２月１８日（火） １５：００～１７：３０ 

場 所：障害者総合支援センター２階 作業室 

出席者：宗澤部会長、奥田委員、於保委員、杉井委員、長岡委員、長澤委員、永島委員、 

服部委員、古澤委員、向山委員 

議 題：市内における障害者に対する虐待事例について 

障害者虐待対応の実践を通じた課題について 

２【 内容 】 

１ 現状  

【対応機関】 

（１）支援課（方針決定機関・機関連携の中心） 

（２）障害者生活支援センター（支援課と連携し、対応・6名の権利擁護支援員を配置） 

⇒ （１）支援課及び（２）障害者生活支援センターについては、障害者虐待防止法におけ

る「市町村障害者虐待防止センター」の機能を有する 

（３）高齢・障害者権利擁護センター（スーパーバイズ・法人後見の実施） 

【実績（平成24年度）】 

 通報・相談件数 虐待認定件数 

養護者による障害者虐待 ４６ ２２ 

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 9 4 

使用者による障害者虐待 ０ 0 

その他の障害者虐待 ３ ０ 

計 ５８ ２６ 

※詳細は、別紙のとおり 

２ 課題  

（１）技術的な課題 

・虐待の事実認定（介入方法・事実確認）の困難さ 

・障害者相談支援指針に基づく虐待対応の理解不足による連携の不備 他 

（２）運用的な課題 

・障害者相談支援指針の見直し 

・支援課・障害者生活支援センターの役割分担、権利擁護支援員の役割の整理 

・虐待対応のノウハウの蓄積の難しさ 他 



（３）制度的な課題 

・被虐待者の分離等の介入を行う者と虐待者（養護者）への支援を行う者とが同一の支援者

であることによる支援の困難さ、感情的なもつれ 

・被虐待者を分離・緊急一時保護ができる場の不足 

・分離による被虐待者を受け入れた施設にかかる大きな負担 他 

３ 今後の方向性 

・障害者虐待対応機関における実践の積み重ね・経験値のアップ 

・障害者虐待事案の集積と共有 

・「障害者相談支援指針」の改訂（支援課・障害者生活支援センターの役割、ネットワーク等） 

・虐待者と被虐待者を分離するための緊急一時保護の場の確保 

・ 高齢・障害者権利擁護センター主催の権利擁護研修の実施 

・ 障害者虐待事例集の作成 

・ 「障害者相談支援指針」の改訂 

・ 新規事業「障害者緊急一時保護事業」の実施 

・ 第４期障害福祉計画の作成における「地域生活支援拠点等の整

備」に関する検討 

平成２６年度の取組


